
森林経営管理法（平成31年4月施行） 抜粋

第一条 この法律は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画
の対象とする森林ついて、市町村が経営管理権集積計画を定め、森林所有
者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は経営管理実
施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、森林経営の効
率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的
発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする。

第三条 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び
保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。

２ 市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われる
ようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものと
する。

住民の生活環境の向上と、暮らしの安全・安心のため、森林経営管理法
に基づき、町内の森林の適正な管理を進めることとします。

■森林経営管理制度の運用方針

町は安定的継続的な森林管理を
行うために必要な業務を実施。

重要な箇所から
森林整備を実施
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【従来】

所有者が自ら森林を管理

・林業経営者、自伐林家、
森林組合等へ管理委託する者

・町（町有林管理）、財産区等
※管理されない森林の顕在化

【新規】

所有者が管理できない森林は町が関与

・所有者へ働きかけ（管理を促す）及び意向調査
・所有者が自ら管理できない森林に経営管理権を設定
※意向調査の順、森林整備の優先順位づけ実施

《準備》
①所有者名
②地番境界
③森林現況
④施業履歴
⑤経営可否
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経営管理権
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①経営に適した森林

②経営できない森林
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経営管理実施権設
定、同権利の配分

委託等

森林整備の発注
（重要な箇所）

※森林整備の優先順位付け

森林経営管理制度の概要
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使 途 金額（千円） 内 容 事業効果

森林整備計画策定 ３，０２５ 森林管理システム更新作業

森林の地番境界推定図等を作
成することで、所有者探索、
意向調査等、森林整備の計画
策定に役立てました。

専門員の雇用
職員育成

１１，４６６
揖斐川町森林経営管理推進員等の雇用（3名）
ドローン免許取得等

森林経営管理体制を強化する
ことで、森林整備の促進へと
繋がりました。

担い手確保 １，１１９
安全対策防護服への支援
間伐作業道への支援
再造林（植栽）への支援

林業事業体へ安全対策として
防護服等の補助や造林事業の
補助を実施し、森林整備の促
進へと繋がりました。

私有林整備 ４７，１９６
谷汲神原、小津、春日六合地区における
森林整備業務委託費 Ａ＝4.6ha

森林経営管理制度に基づき、
所有者自ら管理できない森林
を整備することで、森林の有
する多面的機能の発揮を図り
ました。

町産材活用 ４，０６３
支援学校への内装木質化への支援
伐採した林地残材の搬出支援
広葉樹を椎茸原木としての活用

町内の木材を資源として活用
し、循環型社会への貢献に繋
がりました。

計 ６６，８６９

基金残高 １７，８４０
令和７年度以降の森林整備等に活用

（千円未満四捨五入）

令和６年度 森林環境譲与税の使途



令和６年度私有林整備の状況

上神原地区 伐採前 上神原地区 伐採後


